
人

事

院

は

、

今

年

九

月

の

勧

告

で

国

家

公

務

員

の

定

年

延

長

な

ど

の

制

度

見

直

し

行

う

こ

と

で

作

業

を

す

す

め

て

お

り

、

こ

う

し

た

背

景

、

内

容

な

ど

を

日

経

新

聞

（

８

月

７

日

付

）

な

ど

で

報

道

さ

れ

て

い

ま

す

。

制

度

見

直

し

の

内

容

は

、

二

〇

一

三

年

か

ら

三

年

に

一

歳

定

年

年

齢

を

延

長

し

、

二

〇

二

五

。

、

年

に

六

五

歳

と

す

る

給

与

は

人

件

費

の

膨

張

を

抑

制

す

る

た

め

、

年

収

ベ

ー

ス

で

「

五

〇

歳

台

後

半

職

員

の

七

割

程

度

」

と

し

て

、

六

〇

歳

以

降

は

昇

給

は

し

な

い

。

短

時

間

勤

務

に

つ

い

て

も

導

入

す

る

。

さ

ら

に

、

本

省

課

長

以

上

に

役

職

定

年

制

を

導

入

し

、

公

益

法

人

へ

の

派

遣

や

退

職

金

を

上

積

み

し

て

希

望

退

職

制

度

を

導

と

い

う

内

容

に

な

っ

て

い

ま

す

。こ

れ

は

年

金

支

給

開

始

年

齢

が

引

き

上

げ

ら

れ

、

２

０

１

３

年

以

降

退

職

し

て

も

無

収

入

の

機

関

が

生

じ

る

た

め

の

措

置

で

す

。定

年

延

長

後

の

賃

金

水

準

を

「

民

間

企

業

の

実

例

を

踏

ま

え

七

割

程

度

」

と

な

っ

て

い

ま

す

が

、

民

間

は

ほ

と

ん

ど

が

「

再

雇

用

」

で

定

年

延

長

を

前

提

と

し

た

民

間

調

査

実

態

に

疑

問

が

あ

り

、

さ

ら

に

役

職

等

を

下

り

た

場

合

、

下

り

た

職

種

で

の

７

割

減

と

な

る

た

め

、

実

質

的

に

は

も

っ

と

大

幅

な

賃

金

ダ

ウ

ン

に

な

る

可

能

性

が

あ

り

ま

す

。

ま

た

、

課

長

以

上

に

公

益

法

人

へ

の

派

遣

や

早

期

退

職

制

度

を

復

活

す

る

な

ど

「

天

下

り

」

復

活

に

繋

が

る

道

を

開

い

て

い

る

。

等

の

問

題

が

あ

り

ま

す

。

「

」

、

今

回

の

制

度

見

直

し

が

「

賃

金

抑

制

」

を

目

的

と

し

た

り

、

職

場

の

中

に

差

別

・

選

別

を

生

み

出

す

よ

う

な

こ

と

が

あ

っ

て

は

な

ら

な

い

事

は

勿

論

の

こ

と

、

天

下

り

を

助

長

さ

せ

た

り

、

退

職

の

強

要

に

繋

が

る

こ

と

が

あ

っ

て

は

な

り

ま

せ

ん

。

今

回

の

見

直

し

が

、

我

々

国

家

公

務

員

が

、

六

〇

歳

後

も

働

き

が

い

、

誇

り

、

意

欲

を

持

っ

て

働

け

る

職

場

環

境

を

作

る

こ

と

に

な

る

よ

う

に

、

各

地

整

や

人

事

院

地

方

事

務

局

に

働

き

か

け

を

し

て

い

く

必

要

が

あ

り

ま

す

。国

土

交

通

省

管

理

職

ユ

ニ

オ

ン

は

、

こ

の

制

度

見

直

し

に

当

た

っ

て

、

２

月

段

階

で

職

場

の

意

見

・

要

求

を

集

約

、

人

事

院

に

提

出

し

て

き

ま

し

た

が

、

勧

告

段

階

の

詰

め

の

作

業

に

当

た

っ

て

、

さ

ら

に

こ

の

要

求

・

意

見

が

反

映

さ

れ

る

よ

う

、

再

度

文

書

で

申

し

入

れ

て

い

ま

す

。

ま

た

、

定

年

延

長

な

ど

が

職

場

に

ス

ム

ー

ス

に

定

着

す

る

た

め

に

も

、

労

使

が

キ

チ

ン

と

話

し

合

え

る

環

境

確

保

が

大

切

で

あ

る

と

考

え

て

い

ま

す

。

《

制

度

見

直

し

の

詳

細

は

国

公

労

連

新

聞

８

月

１

０

日

付

１

３

５

３

号

を

参

照

し

て

下

さ

い

》

ＮＯ．１７４
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六

五

歳

ま

で

の

定

年

延

長

を

九

月

に

勧

告

か

（

人

事

院

）

六
〇
歳
以
降
給
与
は
三
割
削
減

二
〇

一
三
年
度
よ
り
延
長
開
始

短時間勤務・役職定年制も

事実上の賃下げ・天下り再発の可能性

人
事
院
地
方
事
務
局

人
事
院
地
方
事
務
局

人
事
院
地
方
事
務
局

人
事
院
地
方
事
務
局
やややや

地
整
地
整
地
整
地
整
か
ら
も

か
ら
も

か
ら
も

か
ら
も
声声声声
をををを
上上上上
げ
さ
せ
よ
う

げ
さ
せ
よ
う

げ
さ
せ
よ
う

げ
さ
せ
よ
う

日本経済新聞などで報道

国

家

公

務

員

の

定

年

延

長

に

向

け

、

人

事

院

が

ま

と

め

た

新

人

事

制

度

の

素

案

が

六

日

、

明

ら

か

に

な

っ

た

。

公

的

年

金

の

支

給

開

始

年

齢

引

き

上

げ

に

合

わ

せ

、

現

在

は

六

〇

歳

の

定

年

を

二

〇

一

三

年

度

か

ら

三

年

ご

と

に

一

歳

ず

つ

上

げ

、

二

五

年

度

に

六

五

歳

に

す

る

。

人

件

費

の

膨

張

を

防

ぐ

た

め

、

六

〇

歳

超

の

給

与

は

年

収

ベ

ー

ス

で

五

〇

歳

代

後

半

よ

り

約

三

割

削

減

し

、

六

〇

歳

に

な

る

と

管

理

職

を

外

れ

る

役

職

定

年

制

も

導

入

す

る

。

人

事

院

に

よ

る

と

、

六

〇

歳

超

の

職

員

の

給

与

は

同

様

の

制

度

を

導

入

し

て

い

る

民

間

企

業

の

事

例

を

踏

ま

え

て

設

定

し

た

。

事

務

次

官

級

を

除

い

て

「

五

〇

歳

代

後

半

層

職

員

の

七

割

水

準

に

設

定

す

る

」

と

明

記

、

六

〇

歳

超

は

昇

給

し

な

い

こ

と

に

し

た

。

六

〇

歳

超

を

対

象

と

す

る

週

一

五

時

間

三

〇

分

～

三

一

時

間

の

短

時

間

勤

務

制

も

導

入

す

る

。

本

省

課

長

級

以

上

は

役

職

定

年

を

迎

え

た

後

、

ス

タ

ッ

フ

職

な

ど

に

異

動

さ

せ

る

ほ

か

、

公

益

法

人

な

ど

へ

の

派

遣

制

度

の

拡

充

で

対

応

す

る

。

退

職

手

当

を

上

乗

せ

す

る

希

望

退

職

制

の

導

入

も

検

討

課

題

と

し

て

掲

げ

た

。

事

務

次

官

級

は

役

職

定

年

の

対

象

外

と

し

、

局

長

の

役

職

定

年

の

年

齢

も

一

八

年

度

ま

で

に

引

き

上

げ

る

方

向

。

民

主

党

は

公

務

員

の

天

下

り

あ

っ

せ

ん

の

全

廃

を

打

ち

出

し

て

お

り

、

定

年

延

長

を

認

め

る

方

向

。

た

だ

人

事

が

停

滞

す

る

と

の

見

方

が

あ

る

う

え

、

現

役

派

遣

な

ど

天

下

り

の

「

抜

け

道

」

が

残

っ

て

い

る

と

の

指

摘

も

あ

る

。

人

事

院

は

給

与

勧

告

と

併

せ

、

新

制

度

案

を

九

月

下

旬

に

内

閣

と

国

会

に

提

出

す

る

。

導

入

に

は

国

家

公

務

員

法

と

国

家

公

務

員

給

与

法

の

改

正

が

必

要

だ

。
（

日

本

経

済

新

聞

８

月

７

日

付

か

ら

）



管

理

職

特

別

勤

務

手

当

は

、

超

過

勤

務

手

当

等

の

支

給

が

適

用

除

外

と

さ

れ

て

い

る

職

員

（

、

、

事

務

所

で

は

所

長

副

所

長

、

）

、

課

長

出

張

所

長

に

対

し

て

週

休

日

（

土

曜

日

、

日

曜

日

）

又

は

休

日

（

祝

日

法

に

よ

る

も

の

及

び

年

末

年

始

）

に

「

臨

、

時

又

は

緊

急

の

必

要

そ

の

他

の

公

務

の

運

営

の

必

要

に

よ

り

勤

務

し

た

場

合

」

に

支

給

さ

れ

る

こ

と

と

な

っ

て

い

ま

す

。

こ

の

制

度

導

入

の

そ

も

そ

も

の

趣

旨

は

『

俸

給

の

特

別

調

、

整

額

（

管

理

職

手

当

）

を

補

完

す

る

趣

旨

で

支

給

さ

れ

る

手

当

で

、

他

の

給

与

で

は

必

ず

し

も

十

分

評

価

さ

れ

て

い

る

と

は

い

え

な

い

週

休

日

又

は

休

日

等

に

お

け

る

勤

務

に

対

し

支

給

さ

れ

る

手

当

』

で

す

。

こ

の

手

当

は

、

事

前

に

「

振

り

替

え

手

続

き

」

が

可

能

で

あ

っ

た

な

ら

、

四

時

間

以

上

七

時

間

四

五

分

未

満

の

場

合

に

は

四

時

間

の

振

替

、

七

時

間

四

五

分

以

上

の

場

合

に

は

一

日

の

振

替

と

な

る

可

能

性

も

あ

り

ま

す

が

、

事

前

に

「

振

り

替

え

手

続

き

」

が

可

能

で

な

か

っ

た

場

合

や

、

一

時

間

以

上

四

時

間

未

満

の

場

合

に

は

振

替

の

対

象

と

は

な

ら

な

い

の

で

、

全

て

支

給

さ

れ

る

こ

と

と

な

り

ま

す

。

と

こ

ろ

が

、

一

部

の

事

務

所

で

は

、

事

前

に

振

り

替

え

手

続

き

が

さ

れ

て

い

な

い

に

も

か

か

わ

ら

ず

「

事

後

に

事

前

に

手

続

き

を

し

た

よ

う

に

文

書

整

理

を

し

た

」

り

、

ひ

ど

い

と

こ

ろ

で

は

「

三

時

間

し

か

勤

務

し

て

い

な

い

の

に

四

時

間

勤

務

し

た

こ

と

に

し

て

、

半

日

の

振

り

替

え

に

整

理

し

」

て

い

ま

す

。

こ

れ

ら

は

、

総

務

課

長

や

事

務

副

所

長

か

ら

の

指

示

の

よ

う

で

す

が

「

手

当

支

給

を

し

て

は

い

け

な

い

何

か

規

則

」

で

も

あ

る

の

で

し

ょ

う

か

。

本

省

で

の

折

衝

で

調

査

官

「

。

は

問

題

意

識

を

持

っ

て

い

る

振

り

替

え

の

考

え

な

ど

に

ア

ン

バ

ラ

ン

ス

が

あ

っ

て

は

困

る

。

実

態

を

見

て

改

善

す

べ

き

と

こ

ろ

が

あ

れ

ば

対

処

す

る

（

六

」

月

六

日

折

衝

「

受

け

止

め

て

）

善

処

す

る

（

八

月

一

一

日

折

」

衝

）

と

回

答

し

て

い

ま

す

。

わ

た

し

た

ち

国

家

公

務

員

賃

金

の

一

〇

～

五

％

削

減

が

閣

議

、

、

決

定

さ

れ

年

収

で

七

〇

万

円

三

年

間

で

は

約

二

〇

〇

万

円

も

減

額

さ

れ

る

こ

と

が

国

会

で

議

論

さ

れ

て

い

ま

す

。

わ

た

し

た

ち

管

理

職

員

の

場

合

は

、

さ

ら

に

管

理

職

手

当

の

削

減

や

年

齢

に

よ

る

賃

金

カ

ッ

ト

な

ど

二

重

、

三

重

に

減

ら

さ

れ

ま

す

。

そ

の

一

方

で

超

過

勤

務

手

当

て

も

支

給

さ

れ

ず

、

唯

一

、

週

休

日

に

災

害

な

ど

で

出

勤

し

た

場

合

に

支

給

さ

れ

る

「

管
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人材調整準備会の第一回会合（地域主権戦略会議）

人員移管規模やその後の給与・退職金などが議論

地域主権戦略会議のなかの人材調整準備会の第一回会合が８月３日に開催されました。

準備会には、北川正恭早稲田大学大学院教授を座長に、内閣府・総務・財務・法務・厚生労働・農林水

産・経済産業・小泉俊明国土交通・環境の各省の政務官と、長野・福岡の知事と川崎市長・岡山新見市長

・北海道乙部町長が各知事会・市長会・町村会を代表して参加しています。

議論された課題は、

１，移管等が必要となる要員規模をどのように決めるか。

２，国家公務員から地方公務員への移管をどのような方法で行うかまた、移管後の人事管理をどのような

形で行うか

３，給与を含む書具の取り扱いや退職手当の勤続年数の算定・公務員共済組合に関する措置について

４，退職手当の負担をどうするか。その際共済組合の積立金などはどのように移管するか。

５，その他 円滑な移管のための体制など検討すべき事項

これらの議論の結果は 「広域的実施体制枠組み」や「移譲対象事務・権限範囲」と合わせて「人事移管、

などの枠組み」として 、９月の地域戦略会議・推進委員会に報告され、中間とりまとめがされる流れにな

っています （ 第２回アクションプラン （７月１日）で決定）。「 」

本省危機感無し

閣議決定の流れに沿って議論されている

このように「地域主権戦略会議側」は着々と準備を進めている一方で、８月１１日の折衝でユニオンが

「大阪御堂筋の大阪市への移譲や近畿・九州整備局移管の情勢」について質したのに対して、本省は「報

道で知った。地域主権の議論とは別物 「アクションブランは閣議決定されたものであり、それに沿って議」

論している」と全く危機感を持っていない回答を繰り返しています。

行政マンの考えと政治家の考えは違います。本省の考えがそのまま政治家に通用しないのはこれまでの

実績が物語っています。本省は、もっと危機感を持って対応すべきです。

管理職特別勤務手当

手当支給になぜかいやがる当局
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